
 

１．件名：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構ＪＲＲ-３原子炉施設に係る定期事業

者検査についての面談 

 

２．日時：令和２年１０月５日 １３時３０分～１４時３０分 

 

３．場所：原子力規制庁２階会議室（ＴＶ会議システムを利用） 

 

４．出席者： 

原子力規制庁 

原子力規制部 検査グループ 専門検査部門 

大東首席原子力専門検査官、松本主任原子力専門検査官、 

千葉管理官補佐、岡田技術参与、小泉技術参与 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

原子力科学研究所研究炉加速器技術部ＪＲＲ－３管理課長 他６名 

 

５．要旨 

〇国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「ＪＡＥＡ」という。）から、ＪＲ

Ｒ－３原子炉施設の定期事業者検査報告書について、資料に基づき説明があった。 

・定期事業者検査においては、添付資料のとおり、原子炉の運転再開に必要な設備の

検査を実施する。 

・使用前検査及び使用前事業者検査は、令和元年１月までに設工認申請の認可を受け

実施するものである。なお、設工認申請については１３件に分割しており、その１

０、１１及び１３が未認可である。 

 

〇原子力規制庁から、以下の内容を伝えた。 

・定期事業者検査を使用前検査及び使用前事業者検査の記録確認にて対応する場合等

では、施設保全整理表にその旨が分かるように記載すること。 

・使用前検査、使用前事業者検査及び定期事業者検査において、検査項目に漏れがな

いことの管理を実施すること。 

・施設保全整理表に保全重要度の分類の考え方と方法を記載すること。 

・試験研究炉用原子炉施設（船舶用の研究開発段階炉を除く。）の法令技術基準要求と

定期検査の要否に関する分類表（試験炉＿ＪＲＲ－３施設）の１０条【定期事業者

検査を行う場合の検査】の欄において、第３３条に係る検査と同時に行うとされて

いるが、他の欄も含めどの検査項目で実施するか記載すること。 

 

〇ＪＡＥＡから、承知した旨回答があった。 

 

６．その他 

資料：ＪＲＲ－３原子炉施設の定期事業者検査について 

 

以 上 


